
 

 

業 務 委 託 契 約 書 

 

 

１ 委託業務の名称  令和８年度 一般廃棄物処理基本計画改定業務委託 

            

２ 施 行 箇 所  藤枝市岡部町岡部６番地の１ 

 

３ 履 行 期 間  着手 令和８年  月  日 

完了 令和９年 ３月１８日 

 

４ 業 務 委 託 料  ￥           － 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥       －） 

 

５ 業務委託料の支払 業務完了後一括払い 

 

 

上記業務委託の実施について、発注者と受注者とはおのおの対等な立場に 

おける合意に基づいて、上記事項及び別添の業務委託契約条項を厳守し契約を

締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を 

保有する。 

令和  年  月  日 

 

 

発注者 志太広域事務組合 

管理者  焼津市長 中 野 弘 道  印 

 

住  所 

受注者 商  号 

氏  名               印 

収  入 

 

印  紙 



志太広域事務組合業務委託契約条項 

 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、契約書記載の業務（以下「業務」という。）の委託契約に関し、契約書に定めるもののほか、この条項

に基づき、別冊の仕様書、設計書及び図面（業務説明書及び業務説明に対する質問回答書を含む。以下これらの仕様書、設計書及

び図面を「設計図書」という。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（契約書、この条項及び設計図書を内容とする業務の委

託契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受注者は、業務を契約書記載の履行期間（以下「履行期間」という。）内に完了し、契約の目的物（以下「成果物」という。）を

発注者へ引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。 

３ 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者若しくは管理技術者等に対して行うことができる。

この場合において、受注者若しくは管理技術者等は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 

４ 受注者は、契約書、この条項若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある

場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 

５ 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、受注者はこの契約による事務を処理するための個

人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

７ この条項に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法（平成４

年法律第51号）に定めるものとする。 

９ この条項及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治 29年法律第89号）及び商法（明治 32年法律第48号）の定

めるところによるものとする。 

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

11 この契約に係る訴訟の提起又は調停（第39条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く｡）

の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 

（確約事項） 

第２条 発注者に対し、受注者又は受注者の下請負者（下請負者が数次にわたるときはその全てを含む。）は、次のいずれにも該当し

ないことを確約する。 

（1） 役員等（受注者が個人事業主である場合にあってはその者を、受注者が法人である場合にあってはその役員又はその支店若

しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経

過しない者（以下「暴力団員等」という。）であること。 

（2） 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているこ

と。 

（3） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団

員等を利用していること。 

（4） 役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の

維持、運営に協力し、若しくは関与していること。 

（5） 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。 

（受注者の責務） 

第３条 この委託業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25年法律第 65 号。以下「障害

者差別解消法」という。）に基づき、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益

を侵害してはならない。また、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実

施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に

応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。 

（指示等及び協議の書面主義） 

第４条 この条項に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除（以下「指示等」と いう｡）は、書面により

行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うこ



とができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するも

のとする。 

３ 発注者及び受注者は、この条項の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 

（業務工程表の提出） 

第５条 受注者は、この契約締結後７日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 

２ 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から７日以内に、受注者に対してその修正を請求するこ

とができる。 

３ この条項の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受

注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第１項中「この契約締結後」とあるのは「当該請

求があった日から」と読み替えて、前２項の規定を準用する。 

４ 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第６条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注

者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受注者は、成果物（未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む｡）を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の

担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

（著作権の譲渡等） 

第７条 受注者は、成果物が著作権法（昭和45年法律第48号）第２条第１項第１号に規定する著作物（以下「著作物」という｡）に

該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権（著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう｡）を当該著作物の

引渡し時に発注者に無償で譲渡する。 

２ 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することがで

きる。 

３ 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更

することができる。 

４ 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとす

るときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく

自由に改変することができる。 

５ 受注者は、成果物（業務を行う上で得られた記録等を含む｡）が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場

合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第１条第５項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。 

６ 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム（著作権法第10条第１項第９号に規定するプログラムの著作物

をいう｡）及びデータベース（著作権法第12条の２に規定するデータベースの著作物をいう｡）について、受注者が承諾した場合に

は、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 

（一括再委託等の禁止） 

第８条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせ

てはならない。 

２ 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

３ 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。

ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 

４ 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号その他必要な事項の通知を請求することができる。 

（特許権等の使用） 

第９条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利（以下この条におい

て「特許権等」という｡）の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。

ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその

存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 

（監督員） 

第10条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。 

２ 監督員は、この条項の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督

員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。  



(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者等に対する業務に関する指示 

(2) この条項及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答 

(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者等との協議 

(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査 

３ 発注者は、２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員

にこの条項に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 

４ 第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 

５ この条項に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督

員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 

（管理技術者等） 

第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の技術上の管理を行う管理技術者等を定め、その氏名、その他必要な事項

を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。 

（履行報告） 

第12条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 

（貸与品等） 

第 13 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等（以下「貸与品等」という｡）の品

名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 

２ 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならな

い。 

３ 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

４ 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しな

ければならない。 

５ 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間

内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 

（設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務） 

第14条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これに

適合するよう必要な補修を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責め

に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に

損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（条件変更等） 

第 15 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、

その確認を請求しなければならない。 

(1) 仕様書、設計書、図面、業務説明書及び業務説明に対する質問回答書が一致しないこと（これらの優先順位が定められている

場合を除く｡）。 

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。 

(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。 

(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 

２ 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの下、直

ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む｡）を

とりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを

得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 

４ 前項の調査の結果により第１項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計

図書の変更又は訂正を行わなければならない。 

５ 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若し

くは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（設計図書等の変更） 



第 16 条 発注者は、前条第４項によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示（以下この条及び第 21 条

において「設計図書等」という｡）の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注

者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を

負担しなければならない。 

（業務の中止） 

第17条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高

潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という｡）であって、受注者の責

めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められると

きは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一

時中止させることができる。 

３ 発注者は、前２項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託

料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたと

きは必要な費用を負担しなければならない。 

（受注者の請求による履行期間の延長） 

第18条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示

した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。

発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更

を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（発注者の請求による履行期間の短縮等） 

第19条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。 

２ 発注者は、この条項の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間

について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。 

３ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは

必要な費用を負担しなければならない。 

（履行期間の変更方法） 

第 20 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない

場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

（業務委託料の変更方法等） 

第 21 条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わな

い場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

（臨機の措置） 

第22条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要が

あると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるとき

は、この限りでない。 

２ 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。 

３ 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求するこ

とができる。 

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の

範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。 

（損害賠償） 

第23条 受注者は業務の履行に関し、自己の責めに帰すべき事由により、発注者の建造物、器物等（第三者の所有にかかる展示物等

を含む。）を滅失若しくはき損したとき又は発注者に損害を与えたときは、受注者の負担において、発注者の指定する期限までに原

状を回復し、又はその損害を賠償しなければならない。 

２ 前項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に

当たるものとする。 

（検査及び引渡し） 



第24条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるとこ

ろにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 

３ 発注者が前項の規定により検査に合格した旨の通知をしたときは、業務の成果物の引渡しが行われたものとみなす。 

４ 受注者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、

修補の完了を業務の完了とみなして前３項の規定を準用する。 

（業務委託料の支払い） 

第25条 受注者は、前条第２項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。 

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日ま

での期間の日数は、前項の期間（以下この項において「約定期間」という｡）の日数から差し引くものとする。この場合において、

その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみな

す。 

（引渡し前における成果物の使用） 

第 26 条 発注者は、第 23 条第３項又は第４項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用

することができる。 

２ 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 

３ 発注者は、第１項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負

担しなければならない。 

（履行遅滞の場合における損害金等） 

第27条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払

いを受注者に請求することができる。 

２ 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ、この契約の締結時における財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。 

３ 発注者の責めに帰すべき事由により、第25条第２項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合において、受注者は、未受領

金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第８

条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 

４ 損害金等が100円未満であるときは、これを徴収しないものとし、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものと

する。 

（発注者の解除権） 

第28条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 

(2) その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。 

(3) 管理技術者等を配置しなかったとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。 

(5) 第30条第１項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

(6) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下

この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「暴力団対策法」と

いう。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

ロ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関

与していると認められるとき。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員

を利用するなどしたと認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、

運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結

したと認められるとき。 



ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を

除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、業務委託料の10分の１に相当する額を違約金として発注者

の指定する期間内に支払わなければならない。 

３ 第１項の規定によりこの契約が解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、

発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 

第29条 発注者は、業務が完了するまでの間は、前条第１項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができ

る。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならな

い。 

（受注者の解除権） 

第30条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

(1) 第15条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が３分の２以上減少したとき。 

(2) 第16条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の５（履行期間の10分の５が６月を超えるときは、６月）を超えたと

き。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後３月を経過しても、なおその中止

が解除されないとき。 

(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。 

２ 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することが

できる。 

（解除の効果） 

第 31 条 この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 37条に規定す

る部分引渡しに係る部分については、この限りでない。 

２ 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に業務を履行した部分（以下「既履行部

分」という｡）の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるこ

とができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料（以下「既履行部分委託料」と

いう｡）を受注者に支払わなければならない。 

３ 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わな

い場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

（解除に伴う措置） 

第32条 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。

この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返

還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。  

２ 受注者は、この契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する物件（第７条第３項の規定により、受注

者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返

還が不可能になったものを含む。以下この条において同じ｡）があるときは、受注者は、当該物件を撤去し、又は作業現場を原状に

復し、若しくは取り片付けなければならない。 

３ 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用（以下この項及び次項において「撤去費用等」という｡）は、受

注者が負担する。 

４ 第２項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを

行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場

合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した

撤去費用等を負担しなければならない。 

５ 第１項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 28 条によるときは発注者が定め、

第 29条又は第 30条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第１項後段及び第２項に規定する受注者

のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 

（保険） 

第33条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券

又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 



（賠償金等の徴収） 

第34条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払

わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までこの契約の締結時における財務大臣が決定する率を

乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につきこの契約の締結時における財務大臣が決定する率を乗じて計

算した額の延滞金を徴収する。 

（負担区分） 

第35条 委託業務の履行のため、受注者が使用する電力、ガス、給水及び電話の料金の負担は、履行場所における必要最小限度のも

のについて発注者が負担するものとし、他は受注者の負担とする。なお、各業務特記仕様書で負担区分が明記してあるものについ

ては、それぞれの負担区分によるものとする。 

（受注者の法令上の責任） 

第36条 受注者は、委託業務従事者に係る労働基準法（昭和 22年法律第49号）、職業安定法（昭和 22年法律第141号）、最低賃金

法（昭和34年法律第137号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）、及び雇用保険法（昭和49年法律第116号）、の規定及び

その他関係する各種法律等による、労務に関する一切の責任を負わなければならない。 

（受注者業務従事者の災害に対する措置） 

第37条 受注者は、委託業務の履行に関し生じた受注者の委託業務従事者の災害については全責任をもって措置し、発注者は何ら責

任を負わない。 

（名称等の変更届） 

第38条 受注者は、受注者の商号若しくは組織、又は住所の変更があったときは、速やかに書面により発注者に届け出なければなら

ない。 

（紛争の解決） 

第39条 この条項の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに

受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上

調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、

発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者との間で折半し、その他の

ものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。 

２ 第１項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中で

あっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法（平成８年法律第109号）に基づく訴えの提起又は民事調停法（昭

和26年法律第222 号）に基づく調停の申立てを行うことができる。 

（妨害又は不当要求を受けた場合の措置） 

第 40 条 受注者は、この契約の履行に当たって、妨害（不法な行為等で、業務の履行の障害となるものをいう。）又は不当要求（金

銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しく

は程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、妨害又は不当要

求があった時点で速やかに発注者への報告及び警察への通報並びに被害届を提出し、捜査上必要な協力をしなければならない。 

２ 受注者が妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の発注者への報告及び警察への通報並びに被害届の提出を怠ったと認

められる場合は、入札参加資格停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じるこ

とがある。 

（届出書、通知書等の様式） 

第41条 この条項に基づき受注者が発注者に対して提出すべき届出書、通知書等の様式は、発注者の定めるところによる。 

（特記事項） 

第42条 業務委託契約書のその他に「地方自治法第234条の３に定める長期継続契約」の記載がある場合、発注者は、予算の減額又

は削減があった場合には、書面により受注者に通知をし、いつでも契約を解除することができる。 

２ 前項に規定する場合において、契約の解除により受注者に損害があったときには月額の業務委託料に契約解除の日から契約の満

了日までの月数（この項において「残存契約月数」という。）を乗じて得た金額（残存契約月数に１月未満の端数を生じたときは、

残存契約月数から１月未満の月数を控除した月数に入札等の金額を乗じて得た金額と、その端数を生じた月の暦日数と入札等の金

額に基づく日割計算により計算した額の合計額とする。）に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額を上限として、受注

者は損害の賠償を請求することができる。 

（契約外の事項） 



第43条 この条項に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１条 乙は、この契約による委託業務（以下「本件委託業務」という。）を処理するため個人情報を取り扱うに

当たっては、関係法令等の規定に従い、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱い

に努めなければならない。 

（責任体制の整備） 

第２条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければなら

ない。 

（責任者等の届出） 

第３条 乙は、本件委託業務における個人情報の取扱いの責任者（以下単に「責任者」という。）及び本件委託業

務に従事する者（以下「従事者」という。）を定め、書面によりあらかじめ、甲に報告しなければならない。こ

れらの者を変更する場合も同様とする。 

２ 責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう従事者を監督しなければならない。 

３ 従事者は、責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 

（教育の実施） 

第４条 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本件特記事項において従事者が遵守す

べき事項その他本件委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、従事者全員に対して実施しなければなら

ない。 

（秘密保持） 

第５条 乙は、本件委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。契

約期間満了後又は契約解除後にあっても同様とする。 

２ 乙は、責任者及び従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第６条 乙は、本件委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、当該労働

者に対し本件特記事項において従業者が遵守すべきこととされている義務を遵守させなければならない。 

２ 乙は、甲に対し、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

３ 乙は、本件委託業務を派遣労働者に行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等の個人情報の取

扱いに関する事項を明記しなければならない。 

（再委託の禁止） 

第７条 乙は、甲が同意した場合を除き、本件委託業務を自ら行うこととし、本件委託業務の全部又は一部を第

三者（乙の子会社を含む。以下同じ。）に再委託してはならない。 

２ 乙は、本件委託業務の全部若しくは一部を第三者に再委託しようとする場合又は既に行っている再委託の内

容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出し、その同意を

得なければならない。 

(1) 再委託を行う業務の内容 

 (2) 再委託を行う業務において取り扱う個人情報 

 (3) 再委託の期間 

 (4) 再委託を必要とする理由 

 (5) 再委託をしようとする相手方に関する次の情報 

  ア 相手方の氏名又は名称 

  イ 住所又は所在地 

  ウ 代表者 

  エ 連絡先 

 (6) 再委託をしようとする相手方の個人情報の取扱いに関する責任体制並びに責任者及び従事者 

 (7) 再委託をしようとする相手方に求める個人情報保護措置の内容 

 (8) 再委託をしようとする相手方に対する監督の方法 

（再委託先の選定） 

第８条 乙は、前条の規定により個人情報の取扱いを第三者に再委託しようとする場合には、個人情報の適切な



管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう必要な措置を講じなければならない。 

（再委託先との契約等） 

第９条 乙は、第７条の規定により甲の同意を得て個人情報の取扱いを第三者に再委託する場合においては、再

委託に係る契約書に次に掲げる事項を明記しなければならない。 

(1) 本特記事項第１条から第６条まで、第７条第１項、第11条から第16条まで、第17条第１項、第18条及

び第19条の規定の内容に準じた事項（これらの規定中「甲」とあるのを「乙」と、「本件委託業務」とある

のを「再委託の業務」と、「本件特記事項」とあるのを「契約内容」と、「乙」とあるのを「再委託の相手方」

と読み替えた事項） 

(2) 再委託される業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容、量等に応じて、再委託の相手方における作業

の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理について、甲が直接又は乙を通じて少なくとも年１回以上、

原則として、再委託先の作業場所における実地検査により（ただし、次に掲げる場合には書面により）本件

特記事項が遵守されていることを確認すること。 

  ア 再委託先における作業場所が静岡県外等の遠方に所在する場合 

  イ その他実地検査の実施を困難とする特別の事情がある場合 

２ 乙は、本件委託業務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等

を甲に報告しなければならない。 

３ 乙は、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱い

に関する責任を負うものとする。 

（再々委託の禁止） 

第10条 甲は、再委託した業務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。）は、原則として認めない。た

だし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書の規定により再々委託を行おうとする場合には、乙は、第７条第２項に規定する再委託の内容

を変更するものとして、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面及び再々委託に係る契約書の案を

甲に提出して甲の同意を得なければならない。 

(1) 再々委託をしようとする業務の内容 

 (2) 前号の業務において取り扱う個人情報 

 (3) 再々委託の期間 

 (4) 再々委託を必要とする理由 

 (5) 再々委託をしようとする相手方に関する次の情報 

  ア 相手方の氏名又は名称 

  イ 住所又は所在地 

  ウ 代表者 

  エ 連絡先 

 (6) 再々委託をしようとする相手方における責任体制並びに責任者及び従事  

  者 

 (7) 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容 

 (8) 再委託先における再々委託をしようとする相手方の監督方法 

３ 乙は、甲の同意を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、甲に対して個人

情報の取扱いに関する責任を負うものとする。 

（取得の制限） 

第11条 乙は、本件委託業務を処理するため個人情報を取得する場合は、その目的を明確にし、目的を達成する

ために必要最小限の範囲で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。 

（目的外利用及び提供の禁止） 

第12条 乙は、甲の同意がある場合を除き、本件委託業務の履行により知り得た個人情報をこの契約の目的以外

に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 （複写又は複製の禁止） 

第13条 乙は、甲の同意がある場合を除き、本件委託業務を処理するため甲から提供された個人情報を複写し、

又は複製してはならない。 



（個人情報の安全管理） 

第14条 乙は、本件委託業務を処理するため収集、作成した個人情報又は甲から提供された資料に記録された個

人情報を漏えい、紛失、き損又は滅失（以下「漏えい等」という。）することのないよう、当該個人情報の安全

な管理に努めなければならない。 

２ 乙は、甲から本件委託業務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出

しなければならない。 

３ 乙は、第１項の個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を特定し、あらかじめ甲に届け出なけ

ればならない。特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。 

４ 乙は、甲が同意した場合を除き、第１項の個人情報を作業場所から持ち出してはならない。 

５ 乙は、第１項の個人情報を運搬する場合は、その方法（以下「運搬方法」という。）を特定し、あらかじめ甲

に届け出なければならない。特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。 

６ 乙は、従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて業務

に従事させなければならない。 

７ 乙は、本件委託業務を処理するために使用するパソコンや記録媒体（以下「パソコン等」という。）を台帳で

管理するものとし、甲が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。 

８ 乙は、本件委託業務を処理するために、作業場所に私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物等を持ち込

んで使用してはならない。 

９ 乙は、本件委託業務を処理するパソコン等に、個人情報の漏えい等につながるおそれがある業務に関係のな

いアプリケーションをインストールしてはならない。 

10 乙は、第１項の個人情報を秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければなら

ない。 

 (1) 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等に保管しなければ

ならない。 

 (2) 個人情報を電子データとして保存し、又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を

とらなければならない。 

 (3) 個人情報を電子データで保管する場合にあっては、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアッ

プデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。 

(4) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱

いの状況、年月日及び担当者を当該台帳に記録しなければならない。 

（返還、廃棄又は消去） 

第15条 乙は、本件委託業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自ら作成し、若しくは取得した個人情

報について、本件委託業務完了時に、甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。 

２ 乙は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できない

ように確実な方法で廃棄しなければならない。 

３ 乙は、パソコン等に記録された第１項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、

通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。 

４ 乙は、第１項の個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書（情報項目、媒体

名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面）を甲に提出しな

ければならない。 

５ 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときは、これに応じなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第16条 乙は、本件委託業務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報

の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。 

２ 乙は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の

指示に基づいて当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容

易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。 

３ 乙は、甲と協議の上、２次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る

事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。 



（報告の求め及び実地検査） 

第17条 甲は、本件委託業務に関し本件特記事項が遵守されていることを確認するため、定期的に乙に報告を求

めることができる。 

２ 甲は、本件委託業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容、量等に応じて、乙における作業の管理体制及

び実施体制並びに個人情報の管理について、少なくとも年１回以上、原則として、乙の作業場所における実地

検査により本件特記事項が遵守されていることを確認するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、甲は、乙における作業の管理体制及び実施体制並び

に個人情報の管理に関しこの特記事項が遵守されていることを書面により乙に報告させることその他の手段に

より確認するものとする。 

 (1) 乙の作業場所が静岡県外等の遠方に所在する場合 

 (2) 前号に掲げる場合のほか実地検査の実施を困難とする特別の事情がある場合 

４ 乙は、前２項の規定による報告又は確認に伴い、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなけれ

ばならない。 

（契約の解除） 

第18条 甲は、乙が本件特記事項に定める義務を果たさない場合は、本件委託業務の全部又は一部を解除するこ

とができるものとする。 

２ 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めるこ

とはできない。 

（損害賠償） 

第19条 乙は、本件特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にそ

の損害を賠償しなければならない。 

 

注 「甲」を志太広域事務組合、「乙」を受注者とする。 

 

 



 

業 務 委 託 仕 様 書 

 

１．委託業務の名称 

令和８年度一般廃棄物処理基本計画改定業務委託 

 

２．業務の目的 

 本業務は、一般廃棄物処理基本計画を改定することを目的とする。なお、同基本計画

は、志太広域事務組合ホームページからダウンロードが可能である。 

・志太広域事務組合ホームページ（https://www.shida.or.jp/garbage/128.html） 

 

３．履行期間 

 契約締結の日から令和９年３月１８日まで 

 

４．業務内容 

第１節 計画の概要の改定 

〇計画の基本的事項（概要） 

計画策定から５年が経過しているため、中間目標年次における諸条件へ計画の概要

を見直す。 

 

第２節 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の改定 

令和４年３月に策定した、「一般廃棄物処理基本計画」について、中間目標年次（令和

８年度）に設定した数値目標の達成状況又は進捗状況を整理し、基本方針や計画目標、行

動計画の改定を行う。 

・本業務は、環境省通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」と

いう）第６条第１項の規定に基づくごみ処理基本計画の策定に当たっての指針につい

て」に示される「ごみ処理基本計画策定指針」（平成２８年９月）をはじめ、その他関

係する法令及び通知等の内容に準拠して改定するものとする。 

・構成市（焼津市・藤枝市）及び本組合における、環境基本計画等の関連計画の内容との

整合を図るものとする。 

・令和８年10月15日までに、一般廃棄物処理基本計画改定案を作成し、発注者に提出する。 

〇ごみ処理基本計画 

（１） 基礎的事項の整理 

計画に掲げている基礎的事項を整理し、課題を見直す。 

（２） 基本方針及び計画目標 

   中間目標年次における目標達成状況又は進捗状況をふまえ、基本方針及び計画目標

を見直す。 



（３）ごみ処理行動計画 

    中間目標年次における目標達成状況又は進捗状況をふまえ、ごみ処理行動計画を

見直す。 

（４）新ごみ処理施設の稼働による見直し 

    令和８年度に新施設「クリーンセンター志太」の運用開始を予定していることから 

従前施設の廃止及びクリーンセンター志太の稼働を見込んだ計画とすること。 

 

第３節 一般廃棄物（生活排水）処理基本計画の改定 

  令和４年３月に策定した、「一般廃棄物処理基本計画」について、中間目標年次（令和

８年度）に設定した数値目標の達成又は進捗状況を整理し、基本方針や計画目標、行動計

画の改定を行う。 

・本業務は、衛環第200号（平成２年10月８日厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長

通知）に基づき実施し、通知事項「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条第１項の

規定に基づく生活排水処理基本計画の策定にあたっての指針について」に準拠するも

のとする。 

・構成市（焼津市・藤枝市）及び本組合における、諸計画（総合計画、下水道整備計画等）

との整合を図るものとする。 

〇生活排水処理基本計画 

（１） 生活排水処理の現況と課題 

中間目標年次における生活排水処理の現況を整理し、課題を見直す。 

（２） し尿及び浄化槽汚泥排水量の推計 

中間目標年次における、し尿及び浄化槽汚泥排出量を整理する。 

（３） 生活排水処理行動計画 

中間目標年次における目標達成状況又は進捗状況を踏まえ、生活排水処理行動計

画を見直す。 

  

第４節 成果品 

（１）成果品の納品 

納品する成果品は以下のとおりとする。 

① 一般廃棄物処理基本計画（本編  Ａ４版）    原稿のみ（製本不要） 

② 一般廃棄物処理基本計画（概要版 Ａ４版）    原稿のみ（製本不要） 

③ 上記電子データ（ＣＤ－Ｒ又はＵＳＢメモリ）          １式 

 

（２）その他 

成果品の管理及び権利は、すべて発注者に帰属するものとし、発注者が承諾した場

合を除き受注者は成果品を公表、使用してはならない。 

 



 

５．適用範囲 

本仕様書は、本業務委託に適用するものとし、本仕様書に明記なきことは、発注者

と受注者が協議のうえ決定するものとする。 

 

 

６．届出等 

 下記書類を適時速やかに提出し承諾を受けること。 

 （１）着手届 

 （２）工程表 

 （３）管理技術者及び照査技術者届（経歴書添付） 

 （４）業務実施計画書 

 （５）完了届 

 （６）その他必要な書類 

 

７．機密の保持 

  受注者はコンサルタントとして中立性を厳守するとともに、本業務において知り得

た内容を発注者の許可なしに他の調査等に使用、もしくは公表してはならない。 

 

８．資料の貸与 

  業務の実施にあたり、必要な資料の収集、調査等は原則として受注者が行なうが、

発注者が保有する資料については貸与する。受注者は貸与を受けた資料のリストを

提出し、業務完了後速やかに返却すること。 

 

９．技術者の配置 

（１）受注者は、業務の円滑な履行を図るため、技術力及び経験を有する技術者、また

は、技術上の管理を行うに必要な能力と経験を有する技術者を配置するものとする。 

（２）受注者は、技術上の管理を行う管理技術者及び照査技術者を、技術士（環境部門、

衛生工学部門又は総合技術管理部門（衛生工学））の資格を有するものの中から選任

するものとする。なお、管理技術者と照査技術者の兼任はできない。 

（３）管理技術者は、過去５年間において同種業務の実績を有するものとする。 

 

10．品質管理  

  受注者は、業務実施計画書を作成し、発注者の承諾を得なければならない。 

 

11．関係機関との協議 

  受注者は、関係機関との協議において説明資料が必要な場合、若しくは受注者の出

席が必要な場合、誠意を持ってこれにあたること。 



また、打合せを行った場合は、打合せ後速やかに打合せ記録簿を２部作成し、発注

者の監督職員と受注者の管理技術者が確実に確認し合い、捺印のうえ、それぞれが各

１部を保管するものとする。 

 

12．疑義の解決  

  本委託業務仕様書記載事項に疑義や定めのない事項が生じた場合、受注者は発注者

と十分な打合せまたは協議を行って、自己解釈することなく、発注者の意向を十分に

理解し、業務を遂行するものとする。 

 

13．業務内容の変更、停止  

  発注者が必要と認めた時は、業務の変更もしくは停止を命ずることができる。この

場合の変更については、発注者、受注者協議のうえ、契約金額を増減する。 

 

14．その他 

受注者は、本業務の履行に当たり、発注者または第三者に損害を及ぼした場合は、

発注者の責任に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなけれ

ばならない。 

以上 



審　査 設　計

委　　託　　設　　計　　書

委託業務の名称 　令和８年度　一般廃棄物処理基本計画改定業務委託

施　行　箇　所 　藤枝市岡部町岡部６番地の１

業 務 委 託 料

業　　務　　概　　要

Ⅰ 計画の基本的事項（概要） １式

Ⅱ ごみ処理基本計画 １式

Ⅲ 生活排水処理基本計画 １式

Ⅳ 打合せ協議（５回程度） １式

志　太　広　域　事　務　組　合



種　　別 細　　別 単位 数量 単　価 金　額 摘　　要

直　接　費

（１）直接人件費 式 1 第１号明細表、第２号明細表

（２）直接経費 式 1 第３号明細表

間　接　費

（３）その他原価 式 1

（４）一般管理費 式 1

業　務　価　格

消　費　税　相　当　額

業　務　委　託　料

業　　務　　内　　訳　　書

志　太　広　域　事　務　組　合



第１号明細表

技師長 主任技師 技師（Ａ） 技師（Ｂ） 技師（Ｃ） 技術員

Ⅰ計画の基本的事項（概要）

Ⅱごみ処理基本計画

(1)基礎的事項の整理

　①ごみの分別、減量及び資源化施策の整理

　②ごみ処理体制

　③ごみ処理ﾌﾛｰ

　④ごみ発生量の実績及び性状

　⑤ごみの減量化・再生利用の実績

　⑥ごみの処理及び処分の実績

　⑦ごみ処理経費

　⑧ごみ処理における課題

(2)基本方針及び計画目標

　①基本方針

　②計画目標

(3)ごみ処理行動計画

　①基本方針に基づく施策

　②ごみ処理施設の整備に関する事項

小　　計

直　接　人　件　費　（Ａ）

作　業　内　容 金　額 摘　要

志　太　広　域　事　務　組　合



第２号明細表

技師長 主任技師 技師（Ａ） 技師（Ｂ） 技師（Ｃ） 技術員

Ⅲ生活排水処理基本計画

(1)生活排水処理の現況と課題

　①処理フロー

　②収集運搬及び処理の体制

　③処理施設の整備状況

　④処理の実績

(2)し尿及び浄化槽汚泥排出量の推計

　①生活排水処理形態別人口の推計

　②し尿及び浄化槽汚泥量の推計

(3)生活排水処理行動計画

　①基本方針

　②生活排水処理の目標

　③基本方針に基づく施策

　④生活排水処理に関する計画

　⑤処理施設の整備に関する事項

　⑥災害発生時における生活排水処理

Ⅳ打合せ協議（５回程度）

小　　計

直　接　人　件　費　（Ｂ）

作　業　内　容 金　額 摘　要

志　太　広　域　事　務　組　合



第３号明細表

種　別 細　別 単位 数量 単　価 金　額 摘　　要

旅費交通費 式 1

合　　計

直　　接　　経　　費

志　太　広　域　事　務　組　合



入 　　　 札 　　　 書

１　入札番号 第4号

２　件　 　名

３　履行場所 藤枝市岡部町岡部6-1

　　上記の件について、志太広域事務組合競争契約入札心得を承諾の上、下記の金額
　で請負いたいので、申し込みます。

拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円

入札金額

（消費税抜）

令和   　　年　　　月　　　日

発注者 志太広域事務組合

管理者　焼津市長　中野　弘道 様

住　所

入札者 商　号

氏　名 印

令和８年度　一般廃棄物処理基本計画改定業務委託



 １ 入札書は、入札１件ごと１枚用意してください。
 ２ 入札書には、入札番号、件名、入札金額、入札日、入札者の住所・商号・代表者の職氏名を必
ず明記し、社印・代表者印を押印してください。

入 　　　 札 　　　 書

１　入札番号 第　○○　号

２　件　　 名 ○○○○○○○○○

３　履行場所 ○○○○○○○○

　　上記の件について、志太広域事務組合競争契約入札心得を承諾の上、下記の金額
　で請負いたいので、申し込みます。

拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円

入札金額 ￥ 1 2 3 0 0 0
（消費税抜）

令和○○年○○月○○日

発注者 志太広域事務組合

管理者　焼津市長　中野　弘道 様

住　所 ○○○○○○○○○○

入札者 商　号 ○○○○○○○○○○

氏　名 ○○　○○○○ 印

入札金額は消費税額を除いた
金額を記入。
「￥」マークも記入する。

入札(開札)日を記入する。

会社名・代表者の職名及び
氏名は必ず明記し、社印・代
表者印をする。

記載例



郵便入札での注意事項

一般書留、簡易書留又は持参のみ有効です。
普通郵便やレターパック等での提出は無効となります。

㊞ ㊞㊞

志太広域事務組合管理者 宛
入札番号 第〇〇号
○年度 〇〇〇業務委託

株式会社 〇〇〇
入札書在中 代表取締役 〇〇

入札書及び内訳書（必要な場合のみ）を入れる内封筒と、内封筒を
入れる外封筒の二重封筒にしてください。
※窓口に持参する場合、外封筒は不要です。
（令和７年５月１日～）

〒421-1121
藤枝市岡部町岡部６―１ 藤枝市役所岡部支所２階
志太広域事務組合 総務課 企画財政係 行
入札番号第〇号 ○年度 〇〇〇業務委託

〇〇市○〇１－１
入札書在中 株式会社 〇〇〇

＜内封筒記載例＞

宛先、入札番号、件名、「入札書在中」、商号（又は名称）、並びに代表者の
職名及び氏名を記入し、代表者印を押す。
同じ印で、封筒のつなぎ目に封印をする。
※いずれかの印がない場合、無効となることがあります。

＜外封筒記載例＞

宛先、入札番号、件名、「入札書在中」、住所、商号（又は名称）を記入する。

その他の規定については、「郵便入札に関する要領」や「競争契約入札心得」
等（下記①のページのうち、「関連法規など」）をご覧ください。

志太広域事務組合ホームページ＞組合の概要＞入札・契約＞入札情報 …①
https://www.shida.or.jp/about/tender/115.html
郵便入札に関する要領 …②
https://www.shida.or.jp/material/files/group/2/yubinnyusatsuyoryoR070501.pdf

㊞

① ②


